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第１版 ー ー ー

全体 国保以外の保険区分について、以下のとおり記載を修正

・修正前：社保

・修正後：被用者保険

P6　第３章　施術所における取扱いについて

　　　 １　受領委任払い契約の締結

契約手続きに関する問合せ先を追記

P8　第４章　福祉医療費の請求・支払について

　　　 ２　提出書類

　　　（１）国保分の提出書類

柔道整復施術療養費支給申請書について、以下のとおり追記

「保険者が長野県以外（保険者番号上２桁が「20」以外）の場合は写しを提出」

P9　第４章　福祉医療費の請求・支払について

　　　 ２　提出書類

　　　（２）被用者保険分の提出書類

柔道整復施術療養費支給申請書の写しについて、以下のとおり記載を修正

・修正前：右肩に㊢と朱書き

・修正後：右肩に㊢と記載（黒字で可）

P11　第５章　支給申請書の記載について

　　　   １　支給申請書作成にあたっての留意点

柔道整復施術療養費支給申請書について、以下のとおり追記

「保険者が長野県以外（保険者番号上２桁が「20」以外）の場合は写しを提出」

柔道整復施術療養費支給申請書の写しについて、以下のとおり記載を修正

・修正前：右肩に㊢と朱書き

・修正後：右肩に㊢と記載（黒字で可）

P22　資料編 様式「社保分こども柔整請求書」から押印欄を削除

P8　第４章　福祉医療費の請求・支払について

　　　 ２　提出書類

　　　（１）国保分の提出書類

保険者が長野県以外（保険者番号上２桁が「20」以外）の場合の取扱いを記載

P8　第４章　福祉医療費の請求・支払について

　　　 ２　提出書類

　　　（２）被用者保険分及び保険者が長野県以外

　　　　　　の国保分の提出書類

項目名を以下のとおり修正

・修正前：被用者保険分の提出書類

・修正後：被用者保険分及び保険者が長野県以外の国保分の提出書類

P9　第４章　福祉医療費の請求・支払について

　　　 ３　提出書類の編綴方法

　　　（１）国保分の提出書類

保険者が長野県以外（保険者番号上２桁が「20」以外）の場合の取扱いを記載

P9　第４章　福祉医療費の請求・支払について

　　　 ３　提出書類の編綴方法

　　　（２）被用者保険分及び保険者が長野県以外

　　　　　　の国保分の編綴方法

項目名を以下のとおり修正

・修正前：被用者保険分の編綴方法

・修正後：被用者保険分及び保険者が長野県以外の国保分の編綴方法

P12　第５章　支給申請書の記載について

　　　   １　支給申請書作成にあたっての留意点

柔道整復施術療養費支給申請書について、以下のとおり記載を修正

・修正前：「被用者保険分については、支給申請書写しに福祉医療費の情報を

　　　　　　記載して請求します。」

・修正後：「被用者保険分及び保険者が長野県以外の国保分については、支給

　　　　　　申請書写しに福祉医療費の情報を記載して請求します。」

P15　事例３ 以下のとおり記載を修正

・修正前：「診療実日数２日以上で」

・修正後：「施術実日数２日以上で」

項目名を以下のとおり修正

・修正前：診療（調剤）報酬明細書の記載方法について

・修正後：柔道整復施術療養費支給申請書等の記載方法について

使用する様式の取得方法を記載

P26　現物給付方式導入状況 以下のとおり令和４年４月１日現在の情報に更新

・松本市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳→18歳

・塩尻市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳→18歳

・安曇野市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳→18歳

P29、30　市町村福祉医療担当課一覧 令和４年４月１日現在の情報に更新

令和４年

８月版
2022/6/23

P26~28　現物給付方式導入状況 以下のとおり令和４年８月１日現在の情報に更新

・伊那市　　通院対象年齢（乳幼児等）15歳 → 18歳

　　　　　　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)　500円→０円

・駒ヶ根市　通院対象年齢（乳幼児等）15歳 → 18歳

　　　　　　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)　500円→０円

・辰野町　　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)　500円→０円

・箕輪町　　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)　500円→０円

・南箕輪村　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)　500円→０円

・大桑村　　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)　500円→０円

・【留意事項】 表の利用にあたっての注意点を追記

「長野県内市町村における福祉医療費給付事業現物給付方式の手引き

（柔道整復師用）」の改訂状況

第1.1版 2021/7/20

令和４年

４月版
2022/2/28

P28　お問合せ先一覧

　　　（１）柔道整復施術療養費支給申請書等の

　　　　　　記載方法について

2021/9/3第1.2版



P26～28　現物給付方式導入状況

以下のとおり令和５年４月１日現在の情報に更新

・上田市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

・岡谷市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

・諏訪市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

・須坂市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

・千曲市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

・麻績村　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)500円→ ０円

・山形村　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

・【留意事項】

　※５　18歳以上20歳未満の高等学校その他市町村長が定める施設に在学・

　　　在校中の者を含む

　　　川上村、箕輪町、阿智村、泰阜村、木祖村、坂城町、山ノ内町、栄村

　　→箕輪町、木祖村、山ノ内町、栄村

P29、30　市町村福祉医療担当課一覧 令和５年４月１日現在の情報に更新

P26～28　現物給付方式導入状況
以下のとおり令和５年６月１日現在の情報に更新

・飯山市　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)500円→ ０円

P29、30　市町村福祉医療担当課一覧 令和５年４月１日現在の情報に更新

P26～28　現物給付方式導入状況
以下のとおり令和５年８月１日現在の情報に更新

・青木村　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)500円→ ０円

P29、30　市町村福祉医療担当課一覧 最新の情報に更新

P26～28　現物給付方式導入状況
以下のとおり令和６年１月１日現在の情報に更新

・長野市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

P29、30　市町村福祉医療担当課一覧 最新の情報に更新

P26～28　現物給付方式導入状況

以下のとおり令和６年１月１日現在の情報に更新

・茅野市　対象年齢（乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者）15歳 → 18歳

・下條村　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)300円→ ０円

・王滝村　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)500円→ ０円

・山ノ内町　自己負担金(乳幼児等・ひとり親家庭等・障がい者)500円→ ０円

P29、30　市町村福祉医療担当課一覧 最新の情報に更新

令和６年

１月版
2023/11/21

令和６年

４月版
2024/2/22

2023/2/24
令和５年

４月版

令和５年

６月版
2023/5/1

令和５年

８月版
2023/7/5


